
有　料　広　告

　令和８年11月請求分（10月検針分）から水道料金が改定されます。改定後の料金は、下記表の太枠で囲んでいる
金額になります。

※浴場用およびメーター使用料については、今回の料金改定はございません。

▼日時：８月15日（土）受付開始12時30分　式典開始13時　　
▼会場：松の館１階交流ホール
▼対象者：平成18年４月２日から平成19年４月１日までに生まれ、
　　　　　現在つがる市に住所がある方、またはつがる市出身の方
▼申し込み：つがる市ＨＰ内の「令和８年度『はたちを慶ぶ会』のご案

内」ページにある参加申し込みフォームから申し込みください。
※電話やメールからの申し込みは受け付けしません。
※車いすでの参加や付き添いが必要な場合は、事前にご連絡ください。
▼申込期限：実行委員申し込みの方は６月19日（金）まで。
　　　　　　参加申し込みの方は７月17日（金）まで。

【問い合わせ先】教育委員会 社会教育スポーツ課
　　　　　　　　電話49-1200　FAX49-1212
　　　　　　　　メール seijin@city.tsugaru.lg.jp

― 実行委員募集中 ―
　はたちを慶ぶ会の運営や企画等を
お手伝いしてくださる実行委員を募集
しています。詳しくはＨＰをご覧くだ
さい。実行委員の申し込みも参加申
込フォームから受け付けています。

◆料金改定のお願い
　水道事業財政は、使用者の皆さまの水道料金によって支えられています。しかしながら、水需要の減少に伴う料金
収入が伸び悩む中で、水道施設や管路等の老朽化による更新など、取り組むべき課題は多く、事業経営は非常に厳
しい状況にあります。
　今後とも、一層の経営改善に取り組み、経費削減を図るとともにサービスの向上に努めてまいりますので、使用者の
皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願いします。

【問い合わせ先】津軽広域水道企業団西北事業部　総務課　電話25-2711

用　途
料金（１カ月あたり）

基本水量
基本料金 超過料金（１㎥につき）

改定前 改定後 改定前 改定後
一 般 用 8㎥まで 1,870円 2,300円 270円 340円
団 体 用 10㎥まで 2,330円 2,870円 330円 410円
工 業 用 100㎥まで 16,060円 19,750円 270円 340円
営 業 用 10㎥まで 2,230円 2,750円 310円 390円
プ ー ル 用 1㎥につき 320円 400円
臨 時 用 1㎥につき 380円 470円

水道料金改定のお知らせ

はたちを慶ぶ（よろこぶ）会のご案内

つがる市ＨＰ
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塗替え予定のお客様必見！
屋根・外壁「よみがえり」計画を！

自慢の手塗り仕上げで特別価格にて施工！

高所作業車2台導入で、高い所、こう配のある
屋根等で大活躍します。14mものびます
足場も自分たちで組むため安く施工できます。

ぜひ、お家のメンテナンスを！塗り替えの目安は、
屋根は５年～７年、外壁は10年前後です。

ご連絡先

当社はここがちがう！　　診断・お見積り無料

090-2023-2226（担当木村まで）

下塗り強化
がっちりガード
下塗り強化
がっちりガード
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　令和８年４月１日以降に自転車用ヘルメットを購入された、つがる市在住で65歳以上の方を対象に、購入費用の一
部を助成いたします。ただし、対象者1人につき1個かつ1回限りの助成となります。

【問い合わせ先】防災危機管理課　電話42-2111（内線344）

　運転免許証に変わる公的な本人確認書類（顔写真付き身分証明書）として使用することができます。

　提示すると、市の乗り合いタクシー３路線（吹原線、柏線、下繁田再賀線）の運賃が半額になるほか、さまざまな支
援を受けることができます。支援協賛店や支援内容は、青森県警察ホームページの「運転免許自主返納者支援事業に
ついて」をご確認ください。

【問い合わせ先】つがる地区交通安全協会　電話42-1042
　　　　　　　 市役所防災危機管理課　　電話42-2111（内線344）

支援内容 自転車用ヘルメット購入費（100円未満切り捨て、上限3,000円）を助成します。
対象者

（①～③の
全てを満た
す方）

①市内に住所を有し、助成金の支給申請をする年度末時点の満年齢が65歳以上であること。
②他の自治体で実施する同様の目的の助成金の交付を受けていないこと。
③つがる市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団と密接な

関係を有する者でないこと。
対象

ヘルメット
安全基準の認証を受けている新品のもの。
※主な安全基準（ＳＧマーク、ＪＣＦマーク、ＣＥマーク、ＣＰＳＣマーク）

申請に
必要なもの

①申請用紙 ②領収書等の支払いが完了したことがわかるもの ③購入したヘルメットの安全
規格が確認できるもの（ヘルメット現物、保証書等）④本人確認書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証等）⑤振込先口座が確認できるもの（通帳、キャッシュカード等の写し）

支援内容 市内のお店で使用できる商品券２千円分を交付します。
ただし、自主返納者１人につき１回限り

対象者
（①～③の
全てを満た
す方）

①自主返納をした日に、市内に住民登録がある65歳以上の方
②自主返納をしてから１年を経過していない方
③運転経歴証明書の申請をした方（申請手数料1,150円。県収入

証紙での納付が必要です）
申請窓口 つがる地区交通安全協会　木造赤根1−4（つがる警察署内）
申請に

必要なもの
①申請書（つがる地区交通安全協会に備え付けてあります）
②「運転経歴証明書」の写し

運転経歴証明書とは

運転経歴証明書の特典

高齢者の自転車用ヘルメット購入費を助成します

高齢者の運転免許証自主返納を支援します
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